
地域商業活性化推進事業 

  商店街の活性化において活動主体となり得る団体や人を掘り起こし、商店街団体とマッ

チングしていく等の「運営上の仕組み作り」を支援 

   （取組みの具体例） 

・  地域商業の活性化にかかる協議会等の開催 
・  商店街を含めた地域マップ、広報誌の制作 
・  地域団体等と連携したイベントの開催    など 

 

「商店街団体と地域の人や団体とを結び付けるネットワーク作り」を支援し、 
活力ある地域社会の実現を図る 
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ネットワークを形成  様々な団体等の協働体制により、自主的な取組みを継続 
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平成 27年度 大阪市 地域商業活性化推進事業パンフレット 

 

(1) 対象者 

市内の商店街・問屋街・小売市場（以下「商店街団体」という。）の単位組織及び市内の複数の商店

街団体の連合団体。 

 

(2) 事業内容 

大阪市では、人的・組織的な問題から、活性化に向けた取組みができていない商店街について、活動

主体となり得る人や団体を掘り起こし、マッチングしていく等の「運営上の仕組み作り」を支援します。 

具体的には、既にこうしたノウハウを有する民間事業者に事業を委託し、まちづくり協議会の設置に

よる取組方針・基本計画等の策定のほか、商店街を含めた地域マップ・広報誌等の制作、イベント実施

等の支援を通じ、商店街が地域資源を活用しつつ多様な活動主体（地域団体・企業・NPO 法人・個人

等）と協働して取組みを継続できるような仕組み作りを支援します。（ただし、平成 27 年度予算が大

阪市会で承認が得られた場合に限ります。） 

※本事業の実施に係り商店街等で実践する上記の各種取組みについては、以下「実践事業」という。 

 

(3) 事業全体の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域商業活性化推進事業 

① 大阪市（経済戦略局）へ申請書類等提出。（事前にお電話等でご連絡をお願いします。） 

 ↓ 

 ↓ 申請期間：１ヶ月 

 ↓ 

② 申請後、経済戦略局による事前打合せの実施※１ 

 ↓  

③ 申請が多数の場合には、経済戦略局にて、申請書及び事前打合せの内容等について、有識

者の意見等を踏まえ、事業対象としての採否を判断（選定）します。 

 ↓ ☆採否の結果については、別途通知します（市内 6 商店街（複数の商店街団体の連合団

体の場合を含む）に選定します。）。※２ 

 ↓ 

 ↓ 

 ↓ 

④  受託事業者を派遣して事業を実施（当初に事業計画の策定等を行う）。※３ 

 ↓ 

⑤ 実践事業の実施に係り関係者は適宜アンケートに記入し、受託事業者へ提出。 

↓  

↓ その他、受託事業者等に対して最大限協力するようにしてください。 

↓  

⑥ 一つの実践事業終了後、経済戦略局へ報告書（様式３）を速やかに提出（実践事業終了時

から２週間以内又は平成 28 年３月末まで。）。 

 ↓ 

⑦ ④・⑤・⑥の繰返し 

 

 ※１ 事前打合せは、原則として商店街で行い、その際、選定に必要な事項について、簡単

なヒアリング調査をさせていただきます。 

 ※２ 通知は選定後、速やかに行わせていただきます。また、事業対象として採択されなか

った場合にも、その旨通知します。 

 ※３ 一の商店街において実施する実践事業は、最大３つまでとします（ただし、経済戦略

局・受託事業者等の判断により２つとさせていただく場合があります。） 
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(4) 申請期間 

   大阪市ホームページ掲載日（受付開始日） ～ 平成 27年３月 27日（金）必着 

 

(5) 事業実施期間 

   平成 27年７月から平成 28年３月末日まで 

  ※上記期間内に本事業が終了するようにご協力ください。 

 

(6) 必要書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：アンケートの用紙は、適宜受託事業者が用意します。 

※2：報告書（様式３）は、一つの実践事業終了後、速やかに（実践事業終了時から２週間以内又

は平成 28 年３月末まで）提出してください。なお、報告書等の必要な書類が提出されない場

合には、他の実践事業の実施を認めない、又は他の実践事業を終了させる場合があります。 

 

(7) 申請方法 

・経済戦略局（下記）まであらかじめお電話でご連絡のうえ、必要書類一式（申請書・誓約書・会

則等の規約・役員名簿）をご提出ください。 

※原則として、本事業の利用を希望されるご本人様が提出してください。 

 

(8)事業の委託について 

① 委託内容 

(ｱ)地域商業活性化実践業務 

(ｲ)地域商業活性化に係る継続化業務 

(ｳ)地域商業活性化に係る報告書等作成業務                        など 

 ② 事業者の選定（平成 27年６月末までに選定） 

  ・公募型プロポーザル方式により選定 

 ③ その他 

 ・実践事業に係る費用については、原則として、実施主体としての商店街及び地域住民等が負担す

る、又は、広告収入等の収益により賄うものとするが、商店街及び地域住民等が負担することが

不可能又は困難な事情が存する場合には、受託事業者が必要最小限度の額を委託料で負担する。 

 

本事業の申請・ご質問等につきましては下記までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

  
申請時 実践事業実施中 

実践事業終了時 

(実践事業毎) 

申請書（様式１）  ○   

誓約書（様式２）  ○   

会則等の規約  ○   

役員名簿  ○   

ｱﾝｹｰﾄ  ※1  ○  

報告書（様式３） ※2   ○ 

＜お問合せ・書類提出先＞ 

大阪市 経済戦略局 産業振興部 地域産業課 商業担当 

〒５５９-００３４ 

大阪市住之江区南港北二丁目１番 10号 ATCビル オズ棟南館４階 

電話：06-6615-3781  ＦＡＸ：06-6614-0190 

E-Mail: ｇａ0006@ｃｉｔｙ.ｏｓａｋａ.ｌｇ.ｊｐ 



地域商業活性化推進事業　実施商店街の決定について

区名 団体名

北 天神橋三丁目商店街振興組合
【最寄駅】
・大阪市営地下鉄　扇町駅
・JR　天満駅

大正 平尾本通商店街振興組合
【最寄駅】
・大阪市営バス　平尾

鶴見 放出商店会
【最寄駅】
・ＪＲ　放出駅

住之江 北島通商店街振興組合
【最寄駅】
・南海本線　住之江駅
・大阪市営地下鉄　住之江公園駅

平野 平野本町通商店街振興組合
【最寄駅】
・大阪市営地下鉄　平野駅

西成 飛田本通商店街振興組合
【最寄駅】
・大阪市営地下鉄　動物園前駅

商店街の概況

※各実施商店街の周辺地図は、大阪市小売商業地図をご参照ください。

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000036392.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000036392.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000036392.html

